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豊能町同和行政推進計画（案）に対するパブリック・コメント及び町の考え方  

項目区分 ご 意 見 ・ ご 提 言 等 の 内 容 町 の 考 え 方 

全般 今回の「豊能町同和行推進計画（案）」（以下「推進計画」という）

では、“「同和問題」を「人権問題」の本質から捉え、全ての町民の人

権を尊重する取り組みの重要な柱として位置付け推進していきま

す。”とされておりますように大変重要な課題であり、真に成果をあげ

ていく為には、全ての町民はもとより、日本の全ての国民がこの精神

を心の刻み付け、生活の中に反映していくことが肝要だと思いま

す。是非とも、真に成果のある事業等の諸施策を策定・実現され、

明るい社会が実現されることを強く祈念しております。ただ、この問

題は町民一人ひとりの心の持ち方の問題であり、この「推進計画」

が、関心のある人だけに閲覧される程度では意味をなさないものと

なりますので、関心や興味の有無に関らず、全ての町民に周知し閲

覧して「推進計画」の意味をしっかりと認識して貰うことが必要だと思

います。 

また、パブリック・コメント制度では、「推進計画」等の計画段階に

ついてのみ、住民の意見を聞くこととなっており、その成果・実績は

全く公表されず住民にどのようになったのか判りません。各年度終

了後、実績の分析・評価などの結果を町民に公表し、その事業等の

諸施策がどのような効果をもたらしたのか判るようにすれば、町民の

事業等の参加意欲も高揚していくのではないかと思いますが、如何

でしょうか。 

 

 

 

この推進計画は「豊能町同和行政基本方針」（平成18年度策

定）（以下「基本方針」という）の具体的施策等を盛り込んだとさ

れておりますが、文章が冗長で判りにくいものとなっています。 

誰が見ても判るように簡潔・明瞭な表現にして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘の成果・実績につきましては、計画の進行管理

に包括できるものと考えます。この進行管理につきま

しては、豊能町同和行政推進計画（案）（以下、「推進計

画」（案）といいます。）の「Ⅲ 同和行政推進にあたって」

「①庁内推進体制、計画の進行管理」に示しているとお

り、「豊能町人権問題審議会が把握、点検するととも

に、課題を整理し、より効果的な施策を行うための評

価が実施できる体制の構築に取組みます。」としてい

ます。 

 

推進計画（案）は、策定にあたり豊能町人権問題審議会

へ意見を徴収したものです。表現の修正につきまして

は、ご意見としてお聞きします。 
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豊能町同和行政推進計画（案）に対するパブリック・コメント及び町の考え方 

項目区分 ご 意 見 ・ ご 提 言 等 の 内 容 町 の 考 え 方 

全般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ計画の基本的

な考え方 
（２）現状と課題 

 

「豊能町新行財政改革推進計画（案）」（平成18年3月策定）（以

下「新行革」という）にいう、目標管理システムを導入し、「推進計

画」の具体的な目標値とその達成年度、並びにそれに達成する

までの年次計画等を具体的に示すようにして下さい。 

 

 

 

 

 

 

「新行革」にいう、費用対効果（コスト・パフォーマンス）の検討結

果と、年次計画に基づく当該年度の計画費用（予算）を明示す

るようにしてください。 

 

その目標の達成度を評価する物差し（基準等）を明示し、住民

代表などによる第三者の評価を受けるものとし、第三者の評価を

受けた後、それを公表するようにして下さい。 

 

「推進計画」をもっと簡潔・明瞭な表現にし、判り易いものにして

下さい。 

 
「（２）現状と課題」の中で、 “取り組んで（推進して）いきます”
“今後、適正に管理を行います。”など、今後の取り組みを記載
しているところが１０カ所以上ありますが、これは、「現状」、「課
題」のどちらを表現するものでしょうか。 
この「推進計画」で取り上げ、実施するものであれば「Ⅱ 計画の
具体的な取り組み」に記述するべきだと思いますが、如何でしょ
うか。或はまた、この「推進計画」以外の、別の事業等で実施す
る予定であるならば、その旨を明示し、この「推進計画」と区別し
てください。 

「豊能町新行財政改革推進計画（案）」（平成18年3月策

定）の「目標管理システム」については、職員に対して、

勤務評定制度実施の中で導入されているものです。な

お、同計画（案）には、「一人ひとりの職員が、１年間の

目標を自ら設定し、その達成に向けて計画的に業務に

取り組むことによって、職員の自己研鑽を推進すると

ともに、行政全体のレベルアップを図ります。人事評

価制度の導入に合わせ目標管理制度の導入についても

検討します。」としています。 
 
 ご意見としてお聞きします。 

 

 

 

この件につきましては、「町の考え方」１頁で回答し

ています。 

 

 

ご意見としてお聞きします。 

 

 

各項目の現状に対応する施策等の方向性を示していま 

す。「現状」、「課題」のどちらかと言いますと、「課題」に 

近いものと考えます。 
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豊能町同和行政推進計画（案）に対するパブリック・コメント及び町の考え方  

項目区分 ご 意 見 ・ ご 提 言 等 の 内 容 町 の 考 え 方 

Ⅰ計画の基本的な

考え方 
（３）同和行政の基

本目標と方向性 

「（３）基本目標と方向性」として５項目が記載されておりますが、こ

れらの各項目については、「基本方針」設定以前から取り組んで

きているようなことであって、これから新たに取り組むべきものとは

思えません。どの項目が新しく取り入れられたのでしょうか。何故、

今回新たに「推進計画」として定めなければいけないのでしょう

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、その基本目標の５項目には“支援体制を整備する”“総合相

談窓口の整備”などが掲げられておりますが、これらは手段であっ

て目標ではないと思います。 

体制の整備が目標であるならば、パブリック・コメント制度で住民の

意見などを求めなくても、組織内で十分に調整が可能だと思いま

すが如何でしょうか。 

推進計画の策定については、推進計画（案）1頁からの「Ⅰ 

計画の基本的な考え方」で示しています。以下はその内容

の抜粋です。 

「２００７(平成１９)年３月に策定した「豊能町同和

行政基本方針」をより具体化し、今後の同和行政推進

のための施策等について策定するものです。「豊能町

同和行政基本方針」につきましては、２００２（平成

１４）年３月までの３３年間にわたる国の財政法上の

特別措置による「同和対策事業」の終了後、今なお同

和問題が完全に解決されていない状況において、同和

行政の方向性を豊能町人権問題審議会に諮問し、２０

０６（平成１８）年１１月８日に「豊能町における今

後の同和行政のあり方について」の答申を受け策定し

たものです。本計画は、「豊能町同和行政基本方針」

の基本目標、基本方向を柱とし、同和問題の現状等を

踏まえながら、その解決に向けた取り組みを示すもの

です。」 

 

推進計画18頁の「同和行政の基本目標と方向性」に５点の

基本目標を掲げています。これは、豊能町同和行政基本方

針（平成19年３月）に示しているもので、同和問題の解決を

図っていくための基本目標です。 
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豊能町同和行政推進計画（案）に対するパブリック・コメント及び町の考え方  

項目区分 ご 意 見 ・ ご 提 言 等 の 内 容 町 の 考 え 方 

Ⅰ計画の基本的な

考え方 
（３）同和行政の基

本目標と方向性 

「新行革」でいう、目標管理システムを導入してください。 

「新行革」は平成17年度に制定され、既に約4年が経過しており、

諸施策等にも十分に活用されてきていることと思います。 

その中には“目標管理システムの導入”が掲げられております。 

「（３）基本目標と方向性」の基本目標の5項目には、その全て

に定量的に評価できる目標値が示されておりません。 

  例えば、「現状と課題」では、表1から表７までのアンケート調査

の結果から問題、・課題等を指摘・抽出しているわけですから、

このアンケートを基にするならば、その中で問題になった「回答

率」の引き上げや「忌避意識」の消滅などのレベルまでもって

いくことを目的とするなど、具体的に明記できるのではないかと

思いますが如何でしょうか。 

因みに「豊能町人権行政推進計画（案）」についての、住民の

意見に対する町の考え方として、“「どんな内容か知っている」

方が１００％となることを最終目標としている”旨明記しておりま

す。 

このように最終目標値、それに至るまでの中間目標値などを明

記すべきだと思いますが如何でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見としてお聞きします。 

なお、参考までに「豊能町人権行政推進計画（案）」に

ついてのパブリック・コメントにおいて、左記のご意見の

回答は以下のとおりとさせていただきました。 

「本計画(案)における目的は最終目標値の設定ではな

く、「すべての町民の基本的人権が尊重される差別のな

い明るく住みよいまちの実現」に向けた取り組みでありま

す。具体的には、人権意識の高揚を図る施策によって

「町の人権に関する宣言や条例及び、国の人権に関する

法律」について認識を深めていただき、目的につながる

よう取り組んでいきます。 

なお、最終目標値につきましては （中略）数値化は難し

いと認識していますが、あえて言いますと、最終目標値は

「どんな内容か知っている」方が100％としています。 
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豊能町同和行政推進計画（案）に対するパブリック・コメント及び町の考え方  

項目区分 ご 意 見 ・ ご 提 言 等 の 内 容 町 の 考 え 方 

Ⅱ 計画の具体的

な取り組み 

「Ⅱ 計画の具体的な取り組み」では“さらに地区の現状の把

握、課題の整理を通して、施策の改善や新たな構築を図り、解

決に向け効果的に推進していきます。”としていますが、「基本

方針」のパブリック・コメントでも指摘し意見を提出したように“従

来から実施してきた各種の対策・施策などとの関連”が明示さ

れておりません。夫々の課題に対して、“従来から実施してきた

事業等の諸施策では効果がここまでしか上がらなかったので、

それらの諸施策をどのように改善・増強して今回の計画に取り

込んだ”というように判りやすい関連性をつけ、今後、その成果

を評価できるような形にするべきだと思いますが、如何でしょう

か。 

 

「Ⅱ 計画の具体的な取り組み」には、一覧表が示されておりま

すので、その実施項目毎に、その事業等の諸施策のねらい

（目標）、実施内容等を記載すれば判りやすくなると思います

が、如何でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

推進計画（案）１頁の「計画の基本的な考え方」「（１）総

括」に国の特別措置に基づく同和対策事業について

触れており。この推進計画では今後の同和行政の施

策の方向性を示しています。事業の評価につきまして

は、先に回答しました計画の進行管理と併せて、豊

能町人権問題審議会において実施できる体制の構

築に取組むこととします。 

 

 

 

 

 

ご意見としてお聞きします。 
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豊能町同和行政推進計画（案）に対するパブリック・コメント及び町の考え方  

項目区分 ご 意 見 ・ ご 提 言 等 の 内 容 町 の 考 え 方 

Ⅱ 計画の具体的

な取り組み 

「新行革」でいう費用対効果（コスト・パフォーマンス）の検討・評価

を導入してください。 

この「推進計画」には、そこで実施する事業等諸施策のために

必要な費用のことが全く記載されておりません。 

  広報紙“とよの”の決算報告や、第4次豊能町総合計画基本構

想（案）説明会で配布された資料や説明によれば、町の財政は

非常に厳しい状況にあり、家庭ごみ収集の有料化や、上下水

道料金の値上げなどについての検討も始まっているとしており

ますが、そのような中での事業「推進計画」であり、大きな効果

の期待できるもの、効果が大きいと評価された施策等に厳選・

限定して実施するべきではないかと考えますが如何でしょう

か。 

  この「推進計画」のように、実施に伴う予算を明記せず、住民の

意見を聞くということは、住民に対して金額を空白にした契約

書に同意しろというようなもので、換言すれば「さぎ商法」まがい

のやり方ではないでしょうか。 

 

「Ⅱ 計画の具体的な取り組み」については、一覧表がついて

おりますので、その一覧表の項目毎に、具体的に実施する内

容と、それに要する費用を明記すれば判りやすくなると思いも

いますが、如何でしょうか。 

  例えば、講演会・セミナーの開催であれば、その開催回数・規

模などと開催に要する費用、その効果を評価する物差しなどを

具体的に明示するべきではないかと思いますが如何でしょう

か。 

  因みに、「推進計画」の中には、「効果的に推進」などの表現

が何カ所か記載されておりますが、その「効果的」であるか否か

の判断・評価の尺度も必要ではないでしょうか。 

 

 

 

ご意見としてお聞きします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見としてお聞きします。 
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豊能町同和行政推進計画（案）に対するパブリック・コメント及び町の考え方  

項目区分 ご 意 見 ・ ご 提 言 等 の 内 容 町 の 考 え 方 

その他 各頁とも各行の左に番号が打ってありますが、全く意味もない

ものに番号を付するのではなく、この具体的な実施計画の

個々の項目に重要度順位（優先順位）に番号を付けて判りや

すくするべきではないでしょうか。 

 

公表の方法を拡充して下さい。 

「実施要綱」に基づいているようですが、実際の閲覧は「本庁」

「吉川支所」「図書館」の3カ所（ＨＰは見られない人がいる）の

みで、僅か20日間で全ての町民に閲覧して貰うことは不可能

だと思います。 

（広報紙“とよの”2月号で、吉川支所と図書館で閲覧できると

する小さな訂正が記載された） 

 

近隣の住民が気軽に行ける施設として各相談窓口に指定して

いる7カ所と図書館を常設の閲覧場所の定めておけば、このよ

うな不具合が解消されるし、また、多くの町民が訪問、閲覧しや

すいものとなってくると思いますが如何でしょうか。 

 

 

今回の「推進計画」は特に、全ての町民に閲覧して貰うようにし

なければ、今後、推進する事業等の諸施策の実効が上がらな

い、無関心な方が多ければ、それだけ目標達成度も低下する

ことが予想されますので、出来るだけ多くの町民に閲覧を促す

対策を講じるべきではないかと思いますが如何でしょうか。 

  その為には、前記、閲覧場所の拡充のみならず、各自治会長

の集まりである行政連絡会議などを通じて、この計画の「案の

概要」（実施要綱にも明示されている）を付して、閲覧している

ことを会員各位に周知するよう要請することも対策の1つではな

いかと思いますが如何でしょうか。 

ご意見としてお聞きします。 

なお、推進計画（案）の左側の番号は、このパブリック・ 

コメントの実施にあたって、参考に行数を示したもので 

す。推進計画策定の際には削除します。 

 

 

ご意見としてお聞きします。 

広報とよの 1 月号で閲覧場所の掲載が欠落していまし

たことは、改めてお詫びします。 

 

 

 

 

ご意見としてお聞きします。 

なお、この推進計画のパブリック・コメントの閲覧場所

は、東地区（本庁、中央公民館）、西地区（吉川支所、

図書館）において実施し、原則、土曜日、日曜日も含め

住民の皆様に閲覧していただけるよう取り組みました。 

 

ご意見としてお聞きします。 

今後の参考とさせていただきます。 
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豊能町同和行政推進計画（案）に対するパブリック・コメント及び町の考え方  

項目区分 ご 意 見 ・ ご 提 言 等 の 内 容 町 の 考 え 方 

その他 「推進計画」は「基本方針」に基づいて作成されている筈です

が、今回の閲覧では「基本方針」が置かれておりません。 

 「推進計画」と「基本方針」を合わせて閲覧に供するべきではな

いでしょうか。（図書館では、当方から提案し、図書館員もその

不具合を納得して２つの資料を閲覧に供するようにされまし

た。） 

 

「基本方針」には、2005年度の「人権問題に関する府民意識調 

査」の結果を基にした記述があり、その後に“さらに最近になっ 

て行政書士による戸籍謄本不正取得による差別調査や・・・”と 

なっており、今回の「推進計画」にも同様の記載があります。 

  「基本方針」は平成19年3月の策定であり、その後、2年10カ月 

以上（1,000日以上）を経過しておりますが、平成１７年度の調査 

以降現在までにそのような忌忌しき問題が何件発生しているの 

でしょうか。また、それが何故、防なかったのか、その再発防止 

のための具体的な対策を今回の「推進計画」に盛り込むべきで 

はないでしょうか。 

 

 

 

 

 

ご意見としてお聞きします。 

今後の参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

行政書士等による戸籍謄本等不正取得は平成 17年か

ら大阪府をはじめ全国で発覚し、その結果、差別調査

につながる問題です。件数等の詳細は把握していませ

んが、戸籍法、住民基本台帳法の制度を悪用した事件

のため、再発防止に向けては本人確認の強化等により

取り組んでいるところです。しかしながら、町のみでは

限界があります。したがいまして、府内市町村及び大阪

府と連携を図り、国へ具体的な施策について要望を行

っています。 

また、推進計画においては、不正取得の根底には、同

和地区に対する忌避意識、差別意識が背景にあると考

えますため、推進計画の方向性のうち「人権意識の高

揚を図る取組」などにより取り組んでいきます。 
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その他 「基本方針」の策定から「推進計画」の作成まで、約３年もの時間

が経過しておりますが、その期間で、実施された事業等の諸施

策の成果とその評価結果などを盛り込んで、具体的施策など

の説明をすれば、判りやすいと思いますが如何でしょうか。 

 

 

この「推進計画」については、「基本方針」のパブリック・コメント 

における、町の考え方として、“平成１９年度に策定予定の「同和 

行政推進計画」に”と記載されておりますが、１９年度の策定予 

定から何故このように大幅に遅れたのでしょうか。 

 

 

 

 

「推進計画」の自立等を支援する取り組みでは、“２０００年度の 

調査結果を参考にしている”旨の記載がありますが、１０年も昔 

に把握されたこのような課題に対して、何の対策・施策もしてこ 

なかったということでしょうか。 

これまで、営々と継続・実施してきた各種の事業等の諸施策と、 

その成果についての調査が全く無いということは考えられません 

ので、それらの成果・評価等の結果から導かれた今回の「推進 

計画」であることを説明することによって町民との協働の態勢も 

強化されるのではないかと思いますが如何でしょうか。 

 全く無いとすれば、職務怠慢であり、早急に調査してこの計画 

に反映させるべきではないでしょうか。 

 

推進計画（案）は、基本方針の具体化に向けて各担当 

で実施している施策等を集約し、計画としています。 

 

 

 

 

推進計画（案）は、豊能町人権問題審議会へ 5 回にわ

たり意見を徴収し、また、平成 20 年度にはじまった大阪

府総合相談事業交付金制度の内容及び、平成 21年度

に本町で実施した機構改革による担当課の変更を盛り

込み、現在のお示ししている案としました。 

 

 

ご意見としてお聞きします。 
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その他 「推進計画」では、“総合相談窓口の整備”などを掲げております

が、「豊能町人権行政推進計画（案）」に関するパブリック・コメン

トで、“各種の相談 窓口で受け付けた相談の件数、相談の内

容分類、相談に応じたことによる成果、相談に対応後のフォロー

アップ”などについての意見を出したことに対して、町の考え方

は“相談のフォローアップ体制、相談内容の分析実施につきまし

ては、各相談員に委ねている”として、その実態を全く掌握して

いなかったのですが、今回は、その体制が整備されるようですの

で、その実態の分析等には過去の実績も入れて、より適切・的

確な推進が図られることを期待しております。 

   因みに、過去何年程遡って分析されるのでしょうか。 

 

 

 ○「推進計画」にある町民を対象とするシンポジウムや研修で

は、関心の無い人、今まで受講したことの無い方々に、どのよう

にして参加して貰うかが課題だと思います。そのような集団の

把握は非常に困難だと思いますが、幅広い集客の方法を立案

し、推進されることを希望します。 

 

 

 

総合相談窓口の整備については、複雑化する個々の

課題に対応するものです。したがいまして、町全体の

相談の集約を実施するものではなく、ご意見にありま

す実態の分析等は各相談担当に委ねることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見としてお聞きします。 

 

 


